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 川崎市議会議員として初の定例会が行われました。 

 今回の定例会は、東日本大震災の川崎市への影響

と対策について中心に議論されました。 

 みんなの党川崎市議会議員団を始め、複数会派の

代表質問でも取り上げられた、市内の学校給食の放

射線量測定が７月より実施されることになりました。 

 議会では、会派で質問する「代表質問」と議員一

人一人で質問する「一般質問」があります。今回の

レポートでは、私の一般質問と答弁について要旨を

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ交通の普及促進について質問 

川崎市議会議員（麻生区） 

月本たくや 
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１、コミュニティ交通の普及促進について 

Ｑ１（月本たくや） 

予想を超える人口増加が進む川崎市の地域交通環

境の整備の新方針について 

Ａ１（まちづくり局長） 

 総合都市交通計画総合都市交通計画総合都市交通計画総合都市交通計画※※※※の策定に向けた検討を行って

いる。移動ニーズや地域特性、バス事業者の置かれて

いる状況などを踏まえ、様々な視点から検討したい。 

------------------------------------------------- 

Ｑ２（月本たくや） 

 麻生区において、高齢者や急こう配に面した方の交

通手段をどのように維持していくか？ 

Ａ２（まちづくり局長） 

 高齢者等にとって公共交通機関が利用しにくいエ

リアも存在しており、コミュニティ交通などの取り組

みも有効と考えている。現在策定中の総合都市交通計

画では、この認識を踏まえ、地域交通に関する施策の

方向性をとりまとめていきたい。 

------------------------------------------------- 

Ｑ３（月本たくや） 

 コミュニティ交通が積極的に導入すべきと考える

が、導入促進に向けての課題と対策は？ 

Ａ３（まちづくり局長） 

 地域住民が主体的な取組を行いながら、受益者負担

を原則として、持続的で地域の実情にあった運行計画

等を検討。これまで、高津区久地地区、野川南台地区

での実現と、麻生区高石地区では、地域の方々の力で、

サポーター制度導入等の創意工夫により、コミュニテ

ィ交通の本格運行の見通しがたった。 

コミュニティ交通導入の検討にあたり、地域ごとの

課題やこれまでの事例を踏まえ、地域の主体的な取組

に対し、適切に支援していきたい。 

※川崎市総合都市交通計画 

川崎市が高齢化や環境負荷などの目指すべき交通施策

の方向性や基幹的な広域交通幹線網やバス・自転車とい

った身近な移動手段から市民生活につながる総合的な交

通体系をとりまとめる計画。本年 3 月から検討委員会が

スタートし、来年３月に策定される予定。 

答弁を受けて 

 コミュニティ交通導入について、「住民の主体的な取組」

に対し、「適切に支援していきたい」という答弁でした。しか

し、実際に導入された例が少ない実情があります。啓発と

支援体制の拡充が必要であり、また、課題となっておりま

す。引き続き積極導入に向け、活動を進めてまいります。 

 川崎市議会議員として初の定例会が行われました。 

 今回の定例会は、東日本大震災の影響と対策を始め

川崎市政全般について議論されました。 

 みんなの党川崎市議会議員団を始め、複数会派の代

表質問でも取り上げられた、市内の学校給食の放射線

量測定が７月より実施されることになりました。 

 議会では、会派で質問する「代表質問」と議員一人

一人で質問する「一般質問」があります。今回のレポ

ートでは、私の一般質問と答弁について、まとめた要

旨をご報告いたします。 
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２、生きる力を身につける幼児期の教育について 

Ｑ１（月本たくや） 

幼稚園、保育所、在宅等、様々な環境の児童がいる

が、就学前児童の育ちまたは教育としてどのような検

討と課題対策を行っているか？ 

Ａ１（こども本部長） 

 幼児期は生涯にわたる生きる力の基礎が培われる

重要な時期と捉えている。 

 『かわさき子ども「夢と未来」プラン』（後期計画）

で、市と区が連携しながら子育て施策を展開すること

としている。区役所を地域の総合拠点として、関係機

関・団体と連携した取組を推進している。 

------------------------------------------------- 

Ｑ２（月本たくや） 

乳幼児期の環境が子どもに与える影響が強いが、親

教育をどのように考えているか？ 

Ａ２（こども本部長） 

 妊娠期から両親学級等において学習の場を設け、出

生後は家庭訪問や乳幼児健診、各種育児教室等によ

り、子育てへの啓発や相談支援等を行っている。 

 子育てについて、早期に不安を解消し、身近な相談

窓口についての周知と情報交換ができる仲間づくり

の取組を進めていきたい。 

------------------------------------------------- 

Ｑ３（月本たくや） 

親が安心して子育てをできるために、今後、どのよ

うな手法を取るべきか？ 

Ａ３（こども本部長） 

 現在、区役所こども支援室や保健福祉センター、地

域子育て支援センター等において、育児に関する普及

啓発や情報提供に努めている。 

 地域全体で子育てを支援する環境づくりが重要で

あるため、今後とも子育てボランティアの育成等地域

の子育て支援の取組を推進していきたい。 

３、二重行政と新たな特別市について 

Ｑ１（月本たくや） 

昨年、記者会見で阿部市長が「特別市創設」に向け

た方針を示したが、その提唱の背景は？ 

Ａ１（阿部孝夫市長） 

真の分権型社会の実現を目指し、国や県からの制約

を最小限とし、自主的・自立的な行財政運営を行うこ

とにより、地域課題を迅速に一元的に解決することを

可能とするために「新たな大都市制度」の創設が必要

である。 

------------------------------------------------- 

Ｑ２（月本たくや） 

国と県との二重・三重行政について、現状の課題認

識は？ 

Ａ２（阿部孝夫市長） 

 現在、国や県との間においては、基礎自治体が担う

べき様々な分野で行政サービスや事務手続等が重複

して行われるなど、いわゆる二重・三重行政が多く存

在している。分権型の行財政の仕組みを構築すること

により、二重行政を解消し、さらに効果的・効率的な

行政サービスを提供することや行政の透明性の向上

を図ることが必要。 

------------------------------------------------- 

Ｑ２（月本たくや） 

特別市創設に向けた、今までの取組と今後どのよう

に進めていくかの方針は？ 

Ａ２（阿部孝夫市長） 

 特別市の創設について、考え方を示し、私自ら国に

対して制度の提案を行った。また、昨年に行われた指

定都市市長会にて、代表して制度提案を行った。 

 今後は、法改正につながる国の本格的な議論が必要

なため、他の指定都市との連携を図りながら、あらゆ

る機会を通じ、働きかけを進めたい。 

答弁を受けて 

 子どもたちが乳幼児期に生きる力を身につけるために本

市が様々な施策を講じているという答弁は頂きました。しか

し、これらの施策の成果の検証を行い、今後の子育てや教

育にどのように反映させるかが課題であり、新しいシステム

づくりが必要です。今回の質問の締めくくりに、新しいシステ

ムづくりを教育長とこども本部長に要望しました。 

事務所のご案内 

 ６月より下記へ事務所を移転しました。 

 麻生区栗平 1-5-32 ベアーズハイム 101 号 

 ＴＥＬ 044(986)6010  FAX 044(986)6011 
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